
一般社団法人 日本医療安全調査機構 

医療事故調査・支援事業運営委員会規程 

（目的） 

第１条 この規程は、一般社団法人日本医療安全調査機構(以下「当機構」という)定款第４

５条第３項の規定に基づき、医療法（昭和２３年７月３０日法律第２０５号）第６条の１

５第１項に規定される医療事故調査・支援センターの業務（以下「センター業務」と

いう。）について、その適正かつ確実な運営を図るため医療事故調査・支援事業運営委員

会（以下「委員会」という。）を設置して、その任務、構成及び運営その他の必要な事項

を定めることを目的とする。 

（任務） 

第２条 委員会は、理事会の諮問機関として、センター業務の活動方針の検討及び活動内

容の評価を行い、理事会に答申する。 

（構成等） 

第３条 委員会は、センター業務に関する有識者により構成する。 

２ 委員は、１５人以上２０人以内とする。 

３ 委員は、理事会の決議により選任し、解任する。 

４ 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

５ 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は他の現任者の残任期間とする。 

６ 委員が欠けた場合又は委員の員数が欠けた場合には、任期満了又は辞任により退任した

委員は、新たに選任された委員が就任するまでの間、なお委員としての権利義務を有する。 

（委員長） 

第４条 委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員会の議長となり、会務を総括する。 

３ 委員長は、委員の中から理事長が指名して選任し又は解任する。 

４ 委員長の任期は、前条に定める委員としての任期の終結までとする。 

５ 前条第６項の定めは、委員長について準用する。 

（招集及び決議） 

第５条 委員会は、必要に応じ、委員長が随時招集する。 

２ 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。ただし、議題につき、

あらかじめ書面をもって意見を表明した委員は、出席者とみなす。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決するものとする。 

４ 委員は、自己に特別の利害関係がある議事の審議及び議決に加わることができない。 

資料４



５ 委員会は、原則公開とする。ただし、個人情報を扱う場合は、非公開とする。 

６ 委員長が必要と認めたときは、参考人に対し委員会への出席を求め、資料の提供、意見

の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。 

（議事録） 

第６条 委員会の議事については、その経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成す

るものとする。 

（答申） 

第７条 委員会は、理事会から受けた諮問事項につき、合理的な時間内に審議を行い、その

決議により委員会としての答申を決定する。 

２ 前項の答申は、委員長が委員会を代表して理事会に提出する。 

３ 理事会は、前２項の答申について誠実に勘案し、一般社団法人及び一般財団法人に関す

る法律（平成１８年法律第４８号。以下「一般法人法」という。）第９０条（理事会の権

限及び義務）にしたがい、理事会の法的責任において調査等業務について必要な事項を決

定する。 

 

（事務局） 

第８条 委員会の事務は、当機構の事務局が行うものとする。 

２ 事務局の職員は、委員会の事務を通じて知り得た事項を他に漏らしてはならない。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は、理事会の決議によるものとする。 

（補則） 

第 10 条 この規程に定めるもののほか、委員会について必要な事項は、理事長が別に定め

る。 

 

附 則（平成２７年８月３日理事会決議） 

１ この規程は、平成２７年８月１７日から施行する。 

２ この規程に基づき医療事故調査・支援事業運営委員会が発足した時点をもって、従前の

運営委員会及び運営委員会規程は廃止する。 




